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審査期間

登録審査

3～5ヶ月
異議申立審査

10～12ヶ月
三年不使用取消審判

6～8ヶ月
拒絶査定不服審判

4～6ヶ月



登録審査

絶対的理由：厳格適用
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登録審査

絶対的理由：第四条——非正常登録の大量出願

第48118640号 商標拒絶査定通知書について

出願人:香港要旺妳貿易有限公司

依頼代理人：知域互聯科技有限公司

審査を経て、『商標法』第四条第一款の規定に基づき、わが局は上記商標登録出願を拒絶することとする。

理由は以下の通りである。

貴公司は短期間に本出願を含む大量の商標登録出願を提出しており、明らかに通常の経営活動の必要を

超えているため、使用を目的としない、悪意のある商標登録出願に属するため、拒絶する。

『商標法』第34条の規定に基づき、商標登録出願人は本拒絶決定に不服の場合、本通知を受け取った日

から起算して15日以内に国家知識産権局に復審を請求することができる。



登録審査
絶対的理由：
第十条一款(2)——国名の略称 標識に含まれる地名は、出願人の本来の所在地と

一致する場合を除き、他の顕著な特徴の要素と独
立している。

出願人の所在地が
GENEVEで一致するため登録

出願人の所在地が
ロンドンで一致するため登録

この標識には日本の国名
と略称が含まれて、顕著的
な部分でないが、拒絶され
る。

登録例
実際の審査による拒絶例



登録審査

先願登録

拒絶例

絶対的理由：
第十条一款(1)、(3)、(5)——図形部分

国連の旗 欧州連合

赤十字 イスラム教国の赤新月 赤水晶 中国の国旗を連想させる

5つ星評価を連想
させるため



登録審査
絶対的理由：
第十条一款（7）——名称の不一致

中国の商業習慣に符合
するものは、この限りでは
ない。

標識が出願人名称と異なる



登録審査
絶対的理由：
第十条一款（7）——その他

祝日などの短期的な言葉を含むもの

賞などの暗示性ある言葉を含むもの

この標識には、祝日（節）という文字が含まれており、商標として指定役務上で使

用すると、消費者に誤認を与えやすいため、商標として使用してはならない。

『商標法』第34条の規定に基づき、商標登録出願人は本拒絶決定に不服がある

場合、本通知を受け取った日から15日以内に国家知識産権局に復審を請求する

ことができる。

審査の結果、『商標法』第10条第1款第（7）項、わが局は上記商標登録出願を拒絶する。理由は

以下の通りである。

標識において「AWARDS」は「賞」と訳され、指定商品上で使用すると、消費者に誤認を与えやす

いため、商標として使用してはならない。



登録審査
絶対的理由：
第十条一款（8）

非規範的な漢字を含む場合

標識には非規範な漢字や、熟語に対する不規
範的な使用が含まれており、公衆、特に未成年
者の認知に誤解を生じやすいもの

造語
本来の熟語：随心所欲

本来の熟語：左右逢源

熟語の文字を一部変えている

正しい漢字 丽

正しい漢字 亮
正しい漢字绿



登録審査

相対的理由：発音の近似

（注:両商標の頭文字は異なるものの、読みが似ていて、意味に明らかな差異がない場合、近
似商標と判定する。 ）

（注:両商標の頭文字は異なるものの、読みが似ていて、意味に明らかな差異がない場合、近
似商標と判定する。 ）

Mēng nà lì shā Mèng nà lì shā



登録審査

相対的理由：発音の近似

商標の頭文字の発音と字形が明らかに異なり、商標全体の区別を明らかにし、

関連する公衆が商品やサービスの出所を混同しにくい場合、近似商標と判断

しない。

意味のない文字

意味のない文字意味のない文字



登録審査

相対的理由：意味の近似

二つの外国語商標の主要な意味が同一またはほぼ同一で、かつ字
形の差が大きくなく、関連公衆が商品または役務の出所を混同しやす
い場合、近似商標と判定する。



その他―同意書

同意書？——拒絶の傾向——TRAD



その他―譲渡

譲渡が承認されない場合

混同やその他の悪影響を招きやすい譲渡

登録者が使用を目的としない悪意のある商標登録出願を行い、大量の商

標を登録したり、短期間に何度も商標を譲渡する行為があり、かつ関連す

る商標使用の証拠を提供したり、使用意図を説明したりできない場合



その他―商標の使用及び管理

商標管理

• 出願人名称が同一（日本本社と中国
支社）

反対活動

• 異議

• 三年不使用取消（使用証拠の保存）

権利保護

• 使用の目的で、積極的に出願を提出

• 重要区分の商標監視



ご清聴ありがとうございました！


